
資料４

公共工事における原価割れ契約が起きている事例について

■積算代価の諸雑費に関する原価割れの実態についての検証

１.　舗装打換工(急速機械施工)

別紙①の代価明細表（令和6年7月積算単価使用）より打換工(急速機械施工)の諸雑費は、88,020円。

（※諸雑費率は、下図積算基準「(7)諸雑費」より9％が適用）

諸雑費の内訳は、瀝青材料材料費及び散布費用、加熱機具燃料、チゼル損耗費、

すりつけ作業等の費用と明記されている。

この中から「すりつけ作業等」と「瀝青材・廃材処理に係る費用」を算出。

別紙①の代価明細表の施工単位が100㎡のため、幅員2.5mの道路で想定すると施工延長は40m。

この時のすり付け材料（細粒度）の使用量は、下図「すりつけ延長当たり歩掛表」より両側で6.16t。

　すりつけ材料使用量計算式：

　 100m/7.7t = 0.077t/mt x 2(両側) = 0.157t/m x 40m = 6.16t

積算基準（令和5年10月）より抜粋
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諸雑費の金額 88,020円

設計価格 購入価格

すりつけ材料 73,920円 89,320円 設計価格：12,000円/t購入価格：14,500円/t（令和6年7月時点）

瀝青材(PK-3) 12,360円 12,360円 使用量：1.2ℓ/㎡ 設計価格・購入価格共に103円/㎡

廃材処理費 6,160円 6,160円 設計価格：2,350円/㎥　t当たり1,000円

合計 92,440円 107,840円

諸雑費との差額 -4,420円 -19,820円

上表より、材料費等のみで設計価格、購入価格共に諸雑費の金額を超えている（原価割れ）。

このほか「散布費用、加熱器具燃料費、チゼル損耗費」の費用は現行の諸雑費率では補うことが

出来ないために、全体に原価割れを起こす代価であると言える。

 ※尚、「すりつけ合材の細粒」は設計単価と購入単価との乖離が激しい状況。
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別紙①　道路打換工（急速機械施工）

※積算単価は令和6年7月のものを使用


